
         
別紙１ 

 
改正を行った農林水産大臣が定める基準の一覧 

 
（１） 南アフリカ共和国から発送されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマン

ゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、レモン、グレープフルーツ並びにクレ

メンティンの生果実並びにエスワティ二から発送されるバレンシア種、ワシントン

ネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ

並びにクレメンティンの生果実に係る農林水産大臣が定める基準〔昭和48年５月24

日 農林省告示第1045号〕 

（２） スペインから発送されるレモン、クレメンティン並びにネーブル種、バレンシア

種及びサルスティアーナ種のスウィートオレンジの生果実に係る農林水産大臣が定

める基準〔昭和63年11月29日 農林水産省告示第1886号〕 

（３） イスラエルから発送されるシャムテ種及びバレンシア種のスウィートオレンジ、

グレープフルーツ、スウィーティ、ポメロ、レモン並びにオアの生果実に係る農林

水産大臣が定める基準〔平成２年３月20日 農林水産省告示第438号〕 

（４） イスラエルから発送されるトライアンフ種のかきの生果実に係る農林水産大臣が

定める基準〔平成15年11月18日 農林水産省告示第1883号〕 

（５） 南アフリカ共和国から発送されるバーリンカ種のぶどうの生果実に係る農林水産

大臣が定める基準〔平成22年４月16日 農林水産省告示第620号〕 

（６） アルゼンチンから発送されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ（バレンシ

ア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種）、レモン、

エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコット生果実に係る農林水産大臣が

定める基準〔平成26年２月７日 農林水産省告示第189号〕 

（７） イタリアから発送されるタロッコ種、サンギネロ種及びモロ種のスウィートオレ

ンジの生果実に係る農林水産大臣が定める基準〔平成26年２月７日 農林水産省告示

第190号〕 

（８） トルコから発送されるオレンジその他のシトラス・シネンシス等の生果実に係る

農林水産大臣が定める基準〔平成26年２月７日 農林水産省告示第191号〕 

（９） ペルーから発送されるうんしゅうみかんの生果実に係る農林水産大臣が定める基

準〔平成30年９月26日 農林水産省告示第2131号〕 

（１０） エジプトから発送されるオレンジその他のシトラス・シネンシス、マンダリンと

オレンジとの交雑種その他のシトラス・レティクラタとシトラス・シネンシスとの

交雑種、レモンその他のシトラス・リモン、グレープフルーツその他のシトラス・

パラディシ、マンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその

他のシトラス・クレメンティナの生果実に係る農林水産大臣が定める基準〔令和２

年11月２日 農林水産省告示第2128号〕 

（１１） ベトナムから発送されるりゆうがんの生果実に係る農林水産大臣が定める基準

〔令和４年11月18日 農林水産省告示第1869号〕 
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（１２） モロッコから発送されるマンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメ

ンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実に係る農林水産大臣が定める

基準〔令和５年２月24日 農林水産省告示第343号〕 

（１３） ペルーから発送されるぶどう（ウィティス・ウィニフェラに限る。）の生果実に

係る農林水産大臣が定める基準〔令和５年３月22日 農林水産省告示第438号〕 

（１４） メキシコから発送されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ、マンダリン及

びミネオラの生果実に係る農林水産大臣が定める基準〔令和５年７月26日 農林水産

省告示第878号〕 

（１５） アメリカ合衆国のフロリダ州から発送されるアキー、アセロラ、クリソバラヌス

・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしょうがき、すもも、ながき

んかん、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、にんめんし属植物、

ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物（ライム及

びレモンを除く。）及びユーゲニア属植物の生果実に係る農林水産大臣が定める基

準〔令和５年７月26日 農林水産省告示第880号〕 
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〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 七 百 五 十 二 号  
植 物 防 疫 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 農 林 省 令 第 七 十 三 号 ） 別 表 二 の 付 表 第 四 及 び 第 五 の 規 定 に 基 づ き 、 昭

和 四 十 八 年 五 月 二 十 四 日 農 林 省 告 示 第 千 四 十 五 号 （ 南 ア フ リ カ 共 和 国 か ら 発 送 さ れ 他 の 地 域 を 経 由 し な い で

輸 入 さ れ る バ レ ン シ ア 種 、 ワ シ ン ト ン ネ ー ブ ル 種 、 ト マ ン ゴ 種 及 び プ ロ テ ア 種 の ス ウ ィ ー ト オ レ ン ジ 、 レ モ

ン 、 グ レ ー プ フ ル ー ツ 並 び に ク レ メ ン テ ィ ン の 生 果 実 並 び に エ ス ワ テ ィ ニ か ら 発 送 さ れ 、 南 ア フ リ カ 共 和 国

を 経 由 し 、 か つ 、 他 の 地 域 を 経 由 し な い で 輸 入 さ れ る バ レ ン シ ア 種 、 ワ シ ン ト ン ネ ー ブ ル 種 、 ト マ ン ゴ 種 及

び プ ロ テ ア 種 の ス ウ ィ ー ト オ レ ン ジ 、 グ レ ー プ フ ル ー ツ 並 び に ク レ メ ン テ ィ ン の 生 果 実 に 係 る 農 林 水 産 大 臣

が 定 め る 基 準 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

令 和 七 年 十 一 月 二 十 五 日  

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和  

次 の 表 に よ り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に

対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 
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改 正 後  改 正 前  
  

四 封 印  四 封 印  
㈠ （ 略 ）  ㈠ （ 略 ）  

㈡ 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」 と い う 。 ） に

お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 船 舶 の 各 船 倉 に は 南 ア フ リ

カ 共 和 国 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

㈡ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」

と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 船 舶 の 各 船 倉

に は 南 ア フ リ カ 共 和 国 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る

こ と 。  

㈢ 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー 」

と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 各 低 温 処 理 コ

ン テ ナ ー に は 南 ア フ リ カ 共 和 国 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ

れ て い る こ と 。  

㈢ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理

コ ン テ ナ ー 」 と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、

各 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に は 南 ア フ リ カ 共 和 国 植 物 防 疫 機 関 に よ

る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

五 消 毒  五 消 毒  

㈠ 低 温 処 理 施 設 、 低 温 処 理 船 舶 又 は 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に お い

て 生 果 実 の 中 心 部 が 摂 氏 零 下 〇 ・ 六 度 に な っ た 後 、 引 き 続 き 十

二 日 間 （ ク レ メ ン テ ィ ン に あ っ て は 、 十 四 日 間 ） 、 そ の 温 度 ±

〇 ・ 六 度 で 消 毒 す る こ と 。  

㈡ ・ ㈢ （ 略 ）  

㈠ 低 温 処 理 施 設 、 低 温 処 理 船 舶 又 は 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に お い

て 生 果 実 の 中 心 部 が 摂 氏 零 下 〇 ・ 六 度 に な っ た 後 、 引 き 続 き 十

二 日 間 （ ク レ メ ン テ ィ ン に あ っ て は 、 十 四 日 間 ） 、 そ の 温 度 で

消 毒 す る こ と 。  

㈡ ・ ㈢ （ 略 ）  

㈣ 低 温 処 理 船 舶 又 は 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に お い て ㈠ の 消 毒 を 行

う 場 合 に あ っ て は 、 当 該 消 毒 が 輸 出 前 に 開 始 さ れ 、 輸 入 検 査 の

開 始 ま で に 終 了 し て い る こ と 。  

（ 新 設 ）  
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〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 七 百 五 十 三 号  
植 物 防 疫 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 農 林 省 令 第 七 十 三 号 ） 別 表 二 の 付 表 第 八 の 規 定 に 基 づ き 、 昭 和 六 十 三

年 十 一 月 二 十 九 日 農 林 水 産 省 告 示 第 千 八 百 八 十 六 号 （ ス ペ イ ン か ら 発 送 さ れ る レ モ ン 、 ク レ メ ン テ ィ ン 並 び

に ネ ー ブ ル 種 、 バ レ ン シ ア 種 及 び サ ル ス テ ィ ア ー ナ 種 の ス ウ ィ ー ト オ レ ン ジ の 生 果 実 に 係 る 農 林 水 産 大 臣 が

定 め る 基 準 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

令 和 七 年 十 一 月 二 十 五 日  

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和  

次 の 表 に よ り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に

対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 
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改 正 後  改 正 前  
  

四 消 毒  四 消 毒  
㈠ ス ペ イ ン 内 の 低 温 処 理 施 設 （ 以 下 「 低 温 処 理 施 設 」 と い う 。

） 又 は 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」 と い う 。

） 若 し く は コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー 」 と い う 。

） に お い て 、 次 の 方 法 に よ る 消 毒 が 行 わ れ た も の で あ る こ と 。  

㈠ ス ペ イ ン 内 の 低 温 処 理 施 設 （ 以 下 「 低 温 処 理 施 設 」 と い う 。

） 又 は 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船

舶 」 と い う 。 ） 若 し く は コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ ン テ ナ

ー 」 と い う 。 ） に お い て 、 次 の 方 法 に よ る 消 毒 が 行 わ れ た も の

で あ る こ と 。  

 ア ・ イ （ 略 ）  ア ・ イ （ 略 ）  

㈡ ・ ㈢ （ 略 ）  ㈡ ・ ㈢ （ 略 ）  

㈣ 低 温 処 理 船 舶 又 は 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に お い て ㈠ の 消 毒 を 行

う 場 合 に あ っ て は 、 当 該 消 毒 が 輸 出 前 に 開 始 さ れ 、 輸 入 検 査 の

開 始 ま で に 終 了 し て い る こ と 。  

（ 新 設 ）  
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〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 七 百 五 十 四 号  
植 物 防 疫 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 農 林 省 令 第 七 十 三 号 ） 別 表 二 の 付 表 第 六 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 二 年 三

月 二 十 日 農 林 水 産 省 告 示 第 四 百 三 十 八 号 （ イ ス ラ エ ル か ら 発 送 さ れ る シ ャ ム テ 種 及 び バ レ ン シ ア 種 の ス ウ ィ

ー ト オ レ ン ジ 、 グ レ ー プ フ ル ー ツ 、 ス ウ ィ ー テ ィ 、 ポ メ ロ 、 レ モ ン 並 び に オ ア の 生 果 実 に 係 る 農 林 水 産 大 臣

が 定 め る 基 準 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

令 和 七 年 十 一 月 二 十 五 日  

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和  

次 の 表 に よ り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に

対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 

 

  



 

-
 2
 
- 

改 正 後  改 正 前  
  

四 封 印  四 封 印  
㈠ （ 略 ）  ㈠ （ 略 ）  

㈡ 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」 と い う 。 ） に

お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 船 舶 の 各 船 倉 に は イ ス ラ エ

ル 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

㈡ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」

と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 船 舶 の 各 船 倉

に は イ ス ラ エ ル 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

㈢ 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー 」

と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 各 低 温 処 理 コ

ン テ ナ ー に は イ ス ラ エ ル 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い

る こ と 。  

㈢ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理

コ ン テ ナ ー 」 と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、

各 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に は イ ス ラ エ ル 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印

が な さ れ て い る こ と 。  

五 消 毒  五 消 毒  

㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  ㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  

㈢ 低 温 処 理 船 舶 又 は 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に お い て ㈠ の 消 毒 を 行

う 場 合 に あ っ て は 、 当 該 消 毒 が 輸 出 前 に 開 始 さ れ 、 輸 入 検 査 の

開 始 ま で に 終 了 し て い る こ と 。  

（ 新 設 ）  

 



 

-
 1
 
- 

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 七 百 五 十 五 号  
植 物 防 疫 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 農 林 省 令 第 七 十 三 号 ） 別 表 二 の 付 表 第 四 十 一 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 十

五 年 十 一 月 十 八 日 農 林 水 産 省 告 示 第 千 八 百 八 十 三 号 （ イ ス ラ エ ル か ら 発 送 さ れ る ト ラ イ ア ン フ 種 の か き の 生

果 実 に 係 る 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 基 準 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

令 和 七 年 十 一 月 二 十 五 日  

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和  

次 の 表 に よ り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に

対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 

  



 

-
 2
 
- 

改 正 後  改 正 前  
  

四 封 印  四 封 印  
㈠ （ 略 ）  ㈠ （ 略 ）  

㈡ 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」 と い う 。 ） に

お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 船 舶 の 各 船 倉 に は イ ス ラ エ

ル 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

㈡ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」

と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 船 舶 の 各 船 倉

に は イ ス ラ エ ル 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

㈢ 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー 」

と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 各 低 温 処 理 コ

ン テ ナ ー に は イ ス ラ エ ル 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い

る こ と 。  

㈢ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理

コ ン テ ナ ー 」 と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、

各 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に は イ ス ラ エ ル 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印

が な さ れ て い る こ と 。  

五 消 毒  五 消 毒  

㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  ㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  

㈢ 低 温 処 理 船 舶 又 は 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に お い て ㈠ の 消 毒 を 行

う 場 合 に あ っ て は 、 当 該 消 毒 が 輸 出 前 に 開 始 さ れ 、 輸 入 検 査 の

開 始 ま で に 終 了 し て い る こ と 。  

（ 新 設 ）  

 



 

-
 1
 
- 

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 七 百 五 十 六 号  
植 物 防 疫 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 農 林 省 令 第 七 十 三 号 ） 別 表 二 の 付 表 第 五 十 四 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 二

十 二 年 四 月 十 六 日 農 林 水 産 省 告 示 第 六 百 二 十 号 （ 南 ア フ リ カ 共 和 国 か ら 発 送 さ れ る バ ー リ ン カ 種 の ぶ ど う の

生 果 実 に 係 る 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 基 準 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

令 和 七 年 十 一 月 二 十 五 日  

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和  

次 の 表 に よ り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に

対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 

  



 

-
 2
 
- 

改 正 後  改 正 前  
  

四 封 印  四 封 印  
㈠ （ 略 ）  ㈠ （ 略 ）  

㈡ 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」 と い う 。 ） に

お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 船 舶 の 各 船 倉 に は 南 ア フ リ

カ 共 和 国 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

㈡ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」

と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 船 舶 の 各 船 倉

に は 南 ア フ リ カ 共 和 国 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る

こ と 。  

㈢ 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー 」

と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 各 低 温 処 理 コ

ン テ ナ ー に は 南 ア フ リ カ 共 和 国 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ

れ て い る こ と 。  

㈢ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理

コ ン テ ナ ー 」 と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、

各 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に は 南 ア フ リ カ 共 和 国 植 物 防 疫 機 関 に よ

る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

五 消 毒  五 消 毒  

㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  ㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  

㈢ 低 温 処 理 船 舶 又 は 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に お い て ㈠ の 消 毒 を 行

う 場 合 に あ っ て は 、 当 該 消 毒 が 輸 出 前 に 開 始 さ れ 、 輸 入 検 査 の

開 始 ま で に 終 了 し て い る こ と 。  

（ 新 設 ）  

 



 

-
 1
 
- 

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 七 百 五 十 七 号  
植 物 防 疫 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 農 林 省 令 第 七 十 三 号 ） 別 表 二 の 付 表 第 三 十 九 の 規 定 に 基 づ き 、 植 物 防

疫 法 施 行 規 則 別 表 二 の 付 表 第 三 十 九 の ア ル ゼ ン チ ン か ら 発 送 さ れ る グ レ ー プ フ ル ー ツ 、 ス ウ ィ ー ト オ レ ン ジ

（ バ レ ン シ ア 種 、 サ ル ス テ ィ ア ー ナ 種 、 ラ ネ ラ ー テ 種 及 び ワ シ ン ト ン ネ ー ブ ル 種 の も の に 限 る 。 ） 、 レ モ ン

、 エ レ ン デ ー ル 、 ク レ メ ン テ ィ ン 、 ノ バ 及 び マ ー コ ッ ト の 生 果 実 に 係 る 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 基 準 （ 平 成 二

十 六 年 二 月 七 日 農 林 水 産 省 告 示 第 百 八 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

令 和 七 年 十 一 月 二 十 五 日  

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和  

次 の 表 に よ り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に

対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 

  



 

-
 2
 
- 

改 正 後  改 正 前  
  

四 封 印  四 封 印  
㈠ （ 略 ）  ㈠ （ 略 ）  

㈡ 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」 と い う 。 ） に

お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 船 舶 の 各 船 倉 に は ア ル ゼ ン

チ ン 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

㈡ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」

と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 船 舶 の 各 船 倉

に は ア ル ゼ ン チ ン 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と

。  

㈢ 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー 」

と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 各 低 温 処 理 コ

ン テ ナ ー に は ア ル ゼ ン チ ン 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て

い る こ と 。  

㈢ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理

コ ン テ ナ ー 」 と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、

各 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に は ア ル ゼ ン チ ン 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封

印 が な さ れ て い る こ と 。  

五 消 毒  

㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  

五 消 毒  

㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  

㈢ 低 温 処 理 船 舶 又 は 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に お い て ㈠ の 消 毒 を 行

う 場 合 に あ っ て は 、 当 該 消 毒 が 輸 出 前 に 開 始 さ れ 、 輸 入 検 査 の

開 始 ま で に 終 了 し て い る こ と 。  

（ 新 設 ）  

 



 

-
 1
 
- 

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 七 百 五 十 八 号  
植 物 防 疫 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 農 林 省 令 第 七 十 三 号 ） 別 表 二 の 付 表 第 四 十 五 の 規 定 に 基 づ き 、 植 物 防

疫 法 施 行 規 則 別 表 二 の 付 表 第 四 十 五 の イ タ リ ア か ら 発 送 さ れ る タ ロ ッ コ 種 、 サ ン ギ ネ ロ 種 及 び モ ロ 種 の ス ウ

ィ ー ト オ レ ン ジ の 生 果 実 に 係 る 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 基 準 （ 平 成 二 十 六 年 二 月 七 日 農 林 水 産 省 告 示 第 百 九 十

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

令 和 七 年 十 一 月 二 十 五 日  

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和  

次 の 表 に よ り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に

対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 

  



 

-
 2
 
- 

改 正 後  改 正 前  
  

四 封 印  四 封 印  
㈠ （ 略 ）  ㈠ （ 略 ）  

㈡ 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」 と い う 。 ） に

お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 船 舶 の 各 船 倉 に は イ タ リ ア

植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

㈡ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」

と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 船 舶 の 各 船 倉

に は イ タ リ ア 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

㈢ 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー 」

と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 各 低 温 処 理 コ

ン テ ナ ー に は イ タ リ ア 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る

こ と 。  

㈢ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理

コ ン テ ナ ー 」 と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、

各 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に は イ タ リ ア 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が

な さ れ て い る こ と 。  

五 消 毒  五 消 毒  

㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  ㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  

㈢ 低 温 処 理 船 舶 又 は 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に お い て ㈠ の 消 毒 を 行

う 場 合 に あ っ て は 、 当 該 消 毒 が 輸 出 前 に 開 始 さ れ 、 輸 入 検 査 の

開 始 ま で に 終 了 し て い る こ と 。  

（ 新 設 ）  

 



 

-
 1
 
- 

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 七 百 五 十 九 号  
植 物 防 疫 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 農 林 省 令 第 七 十 三 号 ） 別 表 二 の 付 表 第 五 十 六 の 規 定 に 基 づ き 、 植 物 防

疫 法 施 行 規 則 別 表 二 の 付 表 第 五 十 六 の ト ル コ か ら 発 送 さ れ る オ レ ン ジ そ の 他 の シ ト ラ ス ・ シ ネ ン シ ス 等 の 生

果 実 に 係 る 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 基 準 （ 平 成 二 十 六 年 二 月 七 日 農 林 水 産 省 告 示 第 百 九 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

令 和 七 年 十 一 月 二 十 五 日  

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和  

次 の 表 に よ り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に

対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 

  



 

-
 2
 
- 

改 正 後  改 正 前  
  

四 封 印  四 封 印  
㈠ （ 略 ）  ㈠ （ 略 ）  

㈡ 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」 と い う 。 ） に

お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 船 舶 の 各 船 倉 に は ト ル コ 植

物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

㈡ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」

と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 船 舶 の 各 船 倉

に は ト ル コ 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

㈢ 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー 」

と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 各 低 温 処 理 コ

ン テ ナ ー に は ト ル コ 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ

と 。  

㈢ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理

コ ン テ ナ ー 」 と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、

各 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に は ト ル コ 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な

さ れ て い る こ と 。  

五 消 毒  五 消 毒  

㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  ㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  

㈢ 低 温 処 理 船 舶 又 は 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に お い て ㈠ の 消 毒 を 行

う 場 合 に あ っ て は 、 当 該 消 毒 が 輸 出 前 に 開 始 さ れ 、 輸 入 検 査 の

開 始 ま で に 終 了 し て い る こ と 。  

（ 新 設 ）  

 

 



 

-
 1
 
- 

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 七 百 六 十 号  
植 物 防 疫 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 農 林 省 令 第 七 十 三 号 ） 別 表 二 の 付 表 第 六 十 五 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 三

十 年 九 月 二 十 六 日 農 林 水 産 省 告 示 第 二 千 百 三 十 一 号 （ ペ ル ー か ら 発 送 さ れ る う ん し ゅ う み か ん の 生 果 実 に 係

る 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 基 準 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

令 和 七 年 十 一 月 二 十 五 日  

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和  

次 の 表 に よ り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に

対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 

  



 

-
 2
 
- 

改 正 後  改 正 前  
  

四 封 印  四 封 印  
㈠ 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」 と い う 。 ） に

お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 船 舶 の 各 船 倉 に は ペ ル ー 植

物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

㈠ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」

と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 船 舶 の 各 船 倉

に は ペ ル ー 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

㈡ 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー 」

と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 各 低 温 処 理 コ

ン テ ナ ー に は ペ ル ー 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ

と 。  

㈡ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理

コ ン テ ナ ー 」 と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、

各 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に は ペ ル ー 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な

さ れ て い る こ と 。  

五 消 毒  五 消 毒  

㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  ㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  

㈢ ㈠ の 消 毒 は 、 輸 出 前 に 開 始 さ れ 、 輸 入 検 査 の 開 始 ま で に 終 了

し て い る こ と 。  

（ 新 設 ）  

 



 

-
 1
 
- 

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 七 百 六 十 一 号  
植 物 防 疫 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 農 林 省 令 第 七 十 三 号 ） 別 表 二 の 付 表 第 七 十 三 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 二

年 十 一 月 二 日 農 林 水 産 省 告 示 第 二 千 百 二 十 八 号 （ エ ジ プ ト か ら 発 送 さ れ る オ レ ン ジ そ の 他 の シ ト ラ ス ・ シ ネ

ン シ ス 、 マ ン ダ リ ン と オ レ ン ジ と の 交 雑 種 そ の 他 の シ ト ラ ス ・ レ テ ィ ク ラ タ と シ ト ラ ス ・ シ ネ ン シ ス と の 交

雑 種 、 レ モ ン そ の 他 の シ ト ラ ス ・ リ モ ン 、 グ レ ー プ フ ル ー ツ そ の 他 の シ ト ラ ス ・ パ ラ デ ィ シ 、 マ ン ダ リ ン そ

の 他 の シ ト ラ ス ・ レ テ ィ ク ラ タ 及 び ク レ メ ン テ ィ ン そ の 他 の シ ト ラ ス ・ ク レ メ ン テ ィ ナ の 生 果 実 に 係 る 農 林

水 産 大 臣 が 定 め る 基 準 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

令 和 七 年 十 一 月 二 十 五 日  

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和  

次 の 表 に よ り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に

対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 

  



 

-
 2
 
- 

改 正 後  改 正 前  
  

四 封 印  四 封 印  
冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー 」 と

い う 。 ） に は 、 各 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー ご と に エ ジ プ ト 植 物 防 疫 機

関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ

ン テ ナ ー 」 と い う 。 ） に は 、 各 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー ご と に エ ジ プ

ト 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

五 消 毒  五 消 毒  

㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  ㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  

㈢ ㈠ の 消 毒 は 、 輸 出 前 に 開 始 さ れ 、 輸 入 検 査 の 開 始 ま で に 終 了

し て い る こ と 。  

（ 新 設 ）  

 



 

-
 1
 
- 

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 七 百 六 十 二 号  
植 物 防 疫 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 農 林 省 令 第 七 十 三 号 ） 別 表 二 の 付 表 第 七 十 七 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 四

年 十 一 月 十 八 日 農 林 水 産 省 告 示 第 千 八 百 六 十 九 号 （ ベ ト ナ ム か ら 発 送 さ れ る り ゆ う が ん の 生 果 実 に 係 る 農 林

水 産 大 臣 が 定 め る 基 準 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

令 和 七 年 十 一 月 二 十 五 日  

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が あ る も の は 、 こ れ を 当 該 傍 線 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規

定 の 傍 線 部 分 で こ れ に 対 応 す る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲

げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 

  



 

-
 2
 
- 

改 正 後  改 正 前  
  

四 封 印  四 封 印  
㈠ （ 略 ）  ㈠ （ 略 ）  

㈡ 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー 」

と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 各 低 温 処 理 コ

ン テ ナ ー ご と に ベ ト ナ ム 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い

る こ と 。  

㈡ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理

コ ン テ ナ ー 」 と い う 。 ） に お い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、

各 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー ご と に ベ ト ナ ム 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印

が な さ れ て い る こ と 。  

五 消 毒  五 消 毒  

㈠ ～ ㈢ （ 略 ）  ㈠ ～ ㈢ （ 略 ）  

㈣ 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に お い て ㈠ の 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は

、 当 該 消 毒 が 輸 出 前 に 開 始 さ れ 、 輸 入 検 査 の 開 始 ま で に 終 了 し

て い る こ と 。  

六 （ 略 ）  

七 植 物 防 疫 官 に よ る 確 認 

 ㈠ （ 略 ）  
 ㈡ ㈠ の 植 物 防 疫 官 に よ る 消 毒 が 的 確 に 実 施 さ れ て い る こ と の 確

認 は 、 ベ ト ナ ム 植 物 防 疫 機 関 と 共 同 し て 、 次 に よ り 行 う も の と

す る こ と 。  
  ア （ 略 ）  
  イ 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に お い て 消 毒 が 行 わ れ る 場 合 に あ っ て

は 、 輸 出 港 に お い て は 五 の 消 毒 が 開 始 さ れ て い る こ と を 、 輸

入 港 に お い て は 当 該 消 毒 が 終 了 し て い る こ と を そ れ ぞ れ 確 認

す る こ と 。 

（ 新 設 ）  

 

 

六 （ 略 ）  

七 植 物 防 疫 官 に よ る 確 認 

 ㈠ （ 略 ）  
 ㈡ ㈠ の 植 物 防 疫 官 に よ る 消 毒 が 的 確 に 実 施 さ れ て い る こ と の 確

認 は 、 ベ ト ナ ム 植 物 防 疫 機 関 と 共 同 し て 、 次 に よ り 行 う も の と

す る こ と 。  
  ア （ 略 ）  
  イ 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に お い て 消 毒 が 行 わ れ る 場 合 に あ っ て

は 、 輸 出 の 時 ま で に 五 の 消 毒 が 開 始 さ れ て い る こ と 及 び 輸 入

の 時 ま で に 当 該 消 毒 が 終 了 し て い る こ と を そ れ ぞ れ 確 認 す る

こ と 。 
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- 

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 七 百 六 十 三 号  
植 物 防 疫 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 農 林 省 令 第 七 十 三 号 ） 別 表 二 の 付 表 第 七 十 八 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 五

年 二 月 二 十 四 日 農 林 水 産 省 告 示 第 三 百 四 十 三 号 （ モ ロ ッ コ か ら 発 送 さ れ る マ ン ダ リ ン そ の 他 の シ ト ラ ス ・ レ

テ ィ ク ラ タ 及 び ク レ メ ン テ ィ ン そ の 他 の シ ト ラ ス ・ ク レ メ ン テ ィ ナ の 生 果 実 に 係 る 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 基

準 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

令 和 七 年 十 一 月 二 十 五 日  

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和  

次 の 表 に よ り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に

対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 

  



 

-
 2
 
- 

改 正 後  改 正 前  
  

四 封 印  四 封 印  
冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー 」 と

い う 。 ） に は 、 各 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー ご と に モ ロ ッ コ 植 物 防 疫 機

関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ

ン テ ナ ー 」 と い う 。 ） に は 、 各 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー ご と に モ ロ ッ

コ 植 物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

五 消 毒  五 消 毒  

㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  ㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  

㈢ ㈠ の 消 毒 は 、 輸 出 前 に 開 始 さ れ 、 輸 入 検 査 の 開 始 ま で に 終 了

し て い る こ と 。  

（ 新 設 ）  

 

 

 



 

-
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- 

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 七 百 六 十 四 号  
植 物 防 疫 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 農 林 省 令 第 七 十 三 号 ） 別 表 二 の 付 表 第 七 十 九 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 五

年 三 月 二 十 二 日 農 林 水 産 省 告 示 第 四 百 三 十 八 号 （ ペ ル ー か ら 発 送 さ れ る ぶ ど う （ ウ ィ テ ィ ス ・ ウ ィ ニ フ ェ ラ

に 限 る 。 ） の 生 果 実 に 係 る 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 基 準 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か

ら 施 行 す る 。 

令 和 七 年 十 一 月 二 十 五 日  

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が あ る も の は 、 こ れ を 当 該 傍 線 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規

定 の 傍 線 部 分 で こ れ に 対 応 す る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲

げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 

  



 

-
 2
 
- 

改 正 後  改 正 前  
  

四 封 印  四 封 印  
冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー 」 と

い う 。 ） に は 、 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー ご と に ペ ル ー 植 物 防 疫 機 関 に

よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ

ン テ ナ ー 」 と い う 。 ） に は 、 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー ご と に ペ ル ー 植

物 防 疫 機 関 に よ る 封 印 が な さ れ て い る こ と 。  

五 消 毒  五 消 毒  

㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  ㈠ ・ ㈡ （ 略 ）  

㈢ ㈠ の 消 毒 は 、 輸 出 前 に 開 始 さ れ 、 輸 入 検 査 の 開 始 ま で に 終 了

し て い る こ と 。  

六 植 物 防 疫 官 に よ る 確 認 

 ㈠ （ 略 ）  

 ㈡ ㈠ の 植 物 防 疫 官 に よ る 消 毒 が 実 施 さ れ て い る こ と の 確 認 は 、

ペ ル ー 植 物 防 疫 機 関 と 共 同 し て 、 輸 出 港 に お い て は 五 の 消 毒 が

開 始 さ れ て い る こ と を 、 輸 入 港 に お い て は 当 該 消 毒 が 終 了 し て

い る こ と を そ れ ぞ れ 確 認 す る こ と 。  

（ 新 設 ）  

 

六 植 物 防 疫 官 に よ る 確 認 

 ㈠ （ 略 ）  

 ㈡ ㈠ の 植 物 防 疫 官 に よ る 消 毒 が 実 施 さ れ て い る こ と の 確 認 は 、

ペ ル ー 植 物 防 疫 機 関 と 共 同 し て 、 輸 出 の 時 ま で に 五 の 消 毒 が 開

始 さ れ て い る こ と 及 び 輸 入 の 時 ま で に 当 該 消 毒 が 終 了 し て い る

こ と を そ れ ぞ れ 確 認 す る こ と 。  

 



 

-
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- 

○ 農 林 水 産 省 告 示 第 千 七 百 六 十 五 号  
植 物 防 疫 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 農 林 省 令 第 七 十 三 号 ） 別 表 二 の 付 表 第 八 十 六 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 五

年 七 月 二 十 六 日 農 林 水 産 省 告 示 第 八 百 七 十 八 号 （ メ キ シ コ か ら 発 送 さ れ る グ レ ー プ フ ル ー ツ 、 ス ウ ィ ー ト オ

レ ン ジ 、 マ ン ダ リ ン 及 び ミ ネ オ ラ の 生 果 実 に 係 る 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 基 準 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

令 和 七 年 十 一 月 二 十 五 日  

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和  

次 の 表 に よ り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に

対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 

  



 

-
 2
 
- 

改 正 後  改 正 前  
  

四 消 毒  四 消 毒  
一 の ㈢ の 場 合 に あ っ て は 、 次 の い ず れ か の 方 法 に よ り 消 毒 が 行

わ れ た も の で あ る こ と 。  

一 の ㈢ の 場 合 に あ っ て は 、 次 の い ず れ か の 方 法 に よ り 消 毒 が 行

わ れ た も の で あ る こ と 。  

㈠ （ 略 ）  ㈠ （ 略 ）  

 ㈡ 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」 と い う 。 ） 又

は 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー に お い て 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ

る 生 果 実 の 中 心 部 の 温 度 の い ず れ か と な っ た 後 、 引 き 続 き そ れ

ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 期 間 そ の 温 度 以 下 で 消 毒 す る こ と 。 こ

の 場 合 に お い て 、 当 該 消 毒 は 輸 出 前 に 開 始 さ れ 、 輸 入 検 査 の 開

始 ま で に 終 了 し て い る も の と す る 。  
   （ 略 ）  

㈡ 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」

と い う 。 ） 又 は 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー に お

い て 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 生 果 実 の 中 心 部 の 温 度 の い ず れ か

と な っ た 後 、 引 き 続 き そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 期 間 そ の 温

度 以 下 で 消 毒 す る こ と 。  
 
  （ 略 ）  

㈢ （ 略 ）  ㈢ （ 略 ）  

 



 

-
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○ 農 林 水 産 省 告 示 第 千 七 百 六 十 六 号  
植 物 防 疫 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 農 林 省 令 第 七 十 三 号 ） 別 表 二 の 付 表 第 八 十 八 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 五

年 七 月 二 十 六 日 農 林 水 産 省 告 示 第 八 百 八 十 号 （ ア メ リ カ 合 衆 国 の フ ロ リ ダ 州 か ら 発 送 さ れ る ア キ ー 、 ア セ ロ

ラ 、 ク リ ソ バ ラ ヌ ス ・ イ カ コ 、 ご れ ん し 、 サ ポ ジ ラ 、 ジ ャ ボ チ カ バ 、 す い し ょ う が き 、 す も も 、 な が き ん か

ん 、 マ ン ゴ ウ 、 も も 、 も も た ま な 、 り ん ご 、 か き 属 植 物 、 に ん め ん し 属 植 物 、 ば ん じ ろ う 属 植 物 、 ば ん れ い

し 属 植 物 、 ふ と も も 属 植 物 、 み か ん 属 植 物 （ ラ イ ム 及 び レ モ ン を 除 く 。 ） 及 び ユ ー ゲ ニ ア 属 植 物 の 生 果 実 に

係 る 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 基 準 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

令 和 七 年 十 一 月 二 十 五 日  

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和  

次 の 表 に よ り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に

対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 

 



 

-
 2
 
- 

改 正 後  改 正 前  
  

四 消 毒  四 消 毒  
㈠ 一 の ㈡ の 場 合 に あ っ て は 、 ア メ リ カ 合 衆 国 内 の 低 温 処 理 施 設

（ 以 下 「 低 温 処 理 施 設 」 と い う 。 ） 、 冷 蔵 設 備 を 有 す る 船 舶 （

以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」 と い う 。 ） 又 は 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ

ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー 」 と い う 。 ） で あ っ て 、 あ ら

か じ め ア メ リ カ 合 衆 国 植 物 防 疫 機 関 に よ り 消 毒 の た め に 適 切 な

施 設 及 び 設 備 を 有 す る も の と し て 指 定 さ れ た も の に お い て 、 次

の い ず れ か の 方 法 に よ る 消 毒 が 行 わ れ た も の で あ る こ と 。 こ の

場 合 に お い て 、 低 温 処 理 船 舶 又 は 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー に お い て

消 毒 を 行 う と き は 、 当 該 消 毒 は 輸 出 前 に 開 始 さ れ 、 輸 入 検 査 の

開 始 ま で に 終 了 し て い る も の と す る 。  

㈠ 一 の ㈡ の 場 合 に あ っ て は 、 ア メ リ カ 合 衆 国 内 の 低 温 処 理 施 設

（ 以 下 「 低 温 処 理 施 設 」 と い う 。 ） 、 海 上 輸 送 中 の 冷 蔵 設 備 を

有 す る 船 舶 （ 以 下 「 低 温 処 理 船 舶 」 と い う 。 ） 又 は 海 上 輸 送 中

の 冷 蔵 設 備 を 有 す る コ ン テ ナ ー （ 以 下 「 低 温 処 理 コ ン テ ナ ー 」

と い う 。 ） で あ っ て 、 あ ら か じ め ア メ リ カ 合 衆 国 植 物 防 疫 機 関

に よ り 消 毒 の た め に 適 切 な 施 設 及 び 設 備 を 有 す る も の と し て 指

定 さ れ た も の に お い て 、 次 の い ず れ か の 方 法 に よ る 消 毒 が 行 わ

れ た も の で あ る こ と 。  

ア ～ ウ （ 略 ）  ア ～ ウ （ 略 ）  

㈡ （ 略 ）  ㈡ （ 略 ）  
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